
 

仕仕事事とと税税  

 

住 民 税              個人県民税  個人市町民税  

住 民 税 は 、県 内 の 市 町 に 、住 所 や 事 務 所 、家 屋 敷（ い え や し き ）な ど が あ る 個 人 や 、

事 務 所 な ど が あ る 法 人 に 課 さ れ る 税 金 で 、 県 民 税 と 市 町 民 税 を あ わ せ て 一 般 に 「 住 民

税 」 と 呼 ば れ て い ま す 。 県 や 市 町 で 行 う 住 民 に 身 近 な 行 政 サ ー ビ ス に 必 要 な 経 費 を 、

広 く 住 民 （ 法 人 を 含 み ま す 。 ） に 負 担 し て も ら い 、 そ の 負 担 を 通 じ て 行 政 の 運 営 に 参

加 し て も ら お う と い う 趣 旨 で 設 け ら れ た 税 金 で す 。  

個 人 の 住 民 税 は 、 前 年 の 所 得 金 額 に 応 じ て 課 さ れ る 「 所 得 割 」 と 、 所 得 金 額 に か か

わ ら ず 定 額 で 課 さ れ る 「 均 等 割 」 、 預 貯 金 の 利 子 等 に 課 さ れ る 「 利 子 割 」 （ 県 民 税 の

み ） 、 一 定 の 上 場 株 式 等 の 配 当 等 に 対 し て 課 さ れ る 「 配 当 割 」 （ 県 民 税 の み ） 、 所 得

税 に お い て 源 泉 徴 収 を 選 択 し た 特 定 口 座 内 の 上 場 株 式 等 の 譲 渡 に よ る 所 得 に 対 し て 課

さ れ る 「 株 式 等 譲 渡 所 得 割 」 （ 県 民 税 の み ） か ら な っ て い ま す 。  

個 人 の 県 民 税 と 市 町 民 税 の 「 均 等 割 」 と 「 所 得 割 」 は 、 納 税 者 や 税 額 計 算 の も と と

な る 所 得 金 額 な ど が 同 じ で あ る た め 、 納 税 者 に と っ て も 便 利 な よ う に 、 市 町 が 県 民 税

と 市 町 民 税 と を あ わ せ て 課 税 し 、 こ れ ら を 一 括 し て 市 町 に 納 め て い た だ く 制 度 に な っ

て い ま す 。  

県 は 、 そ の た め の 取 扱 費 用 を 市 町 に 支 払 い 、 県 民 税 相 当 分 を 受 け 取 り ま す 。  

 

１  納 め る 人 は  

○  住 民 税 を 納 め る 人 （ 納 税 義 務 者 ）  

●  個 人 の 住 民 税 の 納 税 義 務 者 は 、 次 の と お り で す 。  

区      分  均 等 割  所 得 割  

１ 月 １ 日 現 在 、 県 内 に 住 所 の あ る 人  ○  ○  

１ 月 １ 日 現 在 、 県 内 に 事 務 所 、 事 業 所 ま た は

家 屋 敷 を 持 っ て い る 人 で 、 そ の 市 町 内 に 住 所

の な い 人  

○  －  

 

○  住 民 税 が 課 税 さ れ な い 人  

●  均 等 割 も 所 得 割 も か か ら な い 人  

①  生 活 保 護 法 に よ る 生 活 扶 助 を 受 け て い る 人  

②  障 害 者 、未 成 年 者 、寡 婦 ま た は ひ と り 親 で 前 年 中 の 合 計 所 得 金 額 が 1３ 5 万 円

以 下 の 人  

※  ② に 当 て は ま る 場 合 で も 退 職 所 得 に か か る 分 離 課 税 の 所 得 割 は 課 税 さ れ ま す 。 

●  均 等 割 が か か ら な い 人  

前 年 中 の 合 計 所 得 金 額 が 、 一 定 の 基 準 （ ※ ） に 従 い 市 町 の 条 例 で 定 め る 額 以 下

の 人  

（ ※ ） 一 定 の 基 準 は 、市 町 に よ っ て 異 な り ま す 。詳 し く は 、各 市 町 に お 問 い 合 わ

せ く だ さ い 。  

●  所 得 割 が か か ら な い 人  

前 年 中 の 総 所 得 金 額 等 の 合 計 が 、35 万 円 に 家 族 数 を 乗 じ て 10 万 円 を 加 算 し て

得 た 金 額（ 控 除 対 象 配 偶 者 ま た は 扶 養 親 族 が あ る 場 合 に は 、21 万 円 を 加 算 し た 金

額 ） 以 下 の 人  
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２  納 め る 額 は  

○  均 等 割  

年 額  県 民 税 ２ ,３ 00 円 ※ 1 ※ 2  ＋  市 町 民 税 3,５ 00 円 ※ ２  

 

※ １  個 人 の 県 民 税 の 税 額 は 、 「 琵 琶 湖 森 林 づ く り 県 民 税 」 800 円 を 含 ん だ 額 と な り ま す 。

滋 賀 県 で は 、 水 源 か ん 養 や 県 土 保 全 な ど 、 私 た ち の 生 活 に 欠 か す こ と の で き な い 森 林  
の 公 益 的 な 機 能 を 維 持 、増 進 し て い く た め 、平 成 18 年 ４ 月 か ら「 琵 琶 湖 森 林 づ く り 県  
民 税 」 を 導 入 し ま し た 。 （ 63 ペ ー ジ の 琵 琶 湖 森 林 づ く り 県 民 税 を ご 覧 く だ さ い 。 ）  

※ ２  平 成 ２ ６ 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 ま で の 間 、東 日 本 大 震 災 か ら の 復 興 を 目 的 と し て 地 方 公

共 団 体 が 実 施 す る 防 災 の た め の 施 策 に 必 要 な 財 源 を 確 保 す る た め 、均 等 割 の 標 準 税 率 が

県 民 税 ５ ０ ０ 円 、 市 町 民 税 ５ ０ ０ 円 上 乗 せ さ れ て い ま す 。  

   本 来 の 税 率 は 、 県 民 税 １ ,０ ０ ０ 円 、 市 町 民 税 ３ ,０ ０ ０ 円 で す  

※  住 所 地 の 市 町 以 外 に 事 務 所 な ど が あ る 人 は 、住 所 地 の 市 町 の ほ か に 、事 務 所 な ど が あ る

市 町 で も 均 等 割 が 課 税 さ れ ま す 。 （ ８ ペ ー ジ の 納 税 義 務 者 の 表 を ご 覧 く だ さ い 。 ）  

 

○  所 得 割  

 ●  所 得 割 の 計 算 方 法  

   所 得 割 の 税 額 は 、 一 般 に は 次 の よ う な 方 法 で 計 算 さ れ ま す 。   

（ 前 年 の 所 得 金 額 － 所 得 控 除 額 ） ×税 率  －  税 額 控 除  ＝  所 得 割 額  

     課 税 所 得 金 額  

    退 職 所 得 、 山 林 所 得 、 土 地 建 物 の 譲 渡 所 得 な ど に つ い て は 、 特 別 の 税 額 計 算 が 行

わ れ ま す 。 （ 退 職 所 得 に つ い て は 、 19 ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 ）  
 

○  税 率  

県 民 税  （ 一 律 ）  ４ ％  市 町 民 税  （ 一 律 ）  ６ ％  

    国 か ら 地 方 へ の 税 源 移 譲 が あ り 、 平 成 19 年 度 分 か ら 個 人 住 民 税 の 所 得 割 の 税 率

が 、 ５ ％ ・ １ ０ ％ ・ １ ３ ％ （ 県 民 税 ２ ％ ・ ２ ％ ・ ３ ％ ） の 累 進 課 税 方 式 か ら 、 一 律

１ ０ ％ （ 県 民 税 ４ ％ ） と な り ま し た 。  

 

○   所 得 金 額 と は  

所 得 割 の 税 額 計 算 の 基 礎 と な る も の で す 。所 得 の 種 類 は 次 の 10 種 類 で 、そ の 金 額

は 、 一 般 に 収 入 金 額 か ら 必 要 経 費 を 差 し 引 く こ と に よ っ て 算 定 さ れ ま す 。 住 民 税 は

前 年 中 の 所 得 を 基 準 と し て 計 算 さ れ ま す の で 、 例 え ば 令 和 ３ 年 度 の 住 民 税 で は 、 令

和 ２ 年 中 の 所 得 金 額 が 基 準 と な り ま す 。  

な お 、 給 与 所 得 の 場 合 に は 、 必 要 経 費 に 相 当 す る も の と し て 給 与 所 得 控 除 が あ り

ま す 。  
 

所  得  の  種  類  所 得 金 額 の 計 算 方 法  

１  利 子 所 得  
公 債 、 社 債 、 預 貯 金 な ど の 利 子

の 所 得  
収 入 金 額  

２  配 当 所 得  株 式 や 出 資 の 配 当 な ど の 所 得  
収 入 金 額 － 株 式 な ど の 元 本 取 得 の た め

に 要 し た 負 債 の 利 子  

３  不 動 産 所 得  
土 地 、 建 物 な ど の 貸 付 に よ る 所

得  
収 入 金 額 － 必 要 経 費  

４  事 業 所 得  事 業 か ら 生 じ る 所 得  収 入 金 額 － 必 要 経 費  

５  給 与 所 得  
給 料 、 賃 金 、 ボ ー ナ ス な ど の 所

得  
収 入 金 額 － 給 与 所 得 控 除 額 （ 表 １ 参 照 ） 

６  退 職 所 得  退 職 手 当 、 一 時 恩 給 な ど の 所 得  （ 収 入 金 額 － 退 職 所 得 控 除 額 ） ×１ /２  
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７  山 林 所 得  
山 林 の 立 木 な ど を 譲 渡 し た と き

の 所 得  
収 入 金 額 － 必 要 経 費 － 特 別 控 除 額  

８  
譲 渡 所 得  

（ 長 期 ・ 短 期 ） 

土 地 な ど の 資 産 を 売 っ た 場 合 に

生 じ る 所 得  

収 入 金 額 － 資 産 の 取 得 価 額 な ど の 経 費

－ 特 別 控 除 額  

９  一 時 所 得  ｸｲｽﾞの 賞 金 な ど の 一 時 的 な 所 得  収 入 金 額 － 必 要 経 費 － 特 別 控 除 額  

10 雑 所 得   
公 的 年 金 や 他 の 所 得 に 当 て は ま

ら な い 所 得  

次 の ① と ② の 合 計 額  

① 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 － 公 的 年 金 等

控 除 額 （ 表 ２ 参 照 ）  

② ① を 除 く 雑 所 得 の 収 入 金 額 － 必 要 経

費  

（ 注 ） ・ 所 得 金 額 の 計 算 上 、 長 期 譲 渡 所 得 お よ び 一 時 所 得 に つ い て は 、 そ の 金 額 の ２ 分 の １ が

対 象 に な り ま す 。  

   ・ 一 定 の 上 場 株 式 等 の 配 当 等 に つ い て 、 県 民 税 配 当 割 が 特 別 徴 収 の 方 法 に よ り 課 税 さ れ

ま す 。  

 

（ 表 １ ） 給 与 所 得 控 除 額  

給 与 等 の 収 入 金 額  給 与 所 得 控 除 額  

      ～ 1,800,000 円  

収 入 金 額 ×40％ － 100,000円  

550,000 円 に 満 た な い 場 合 は 、

550,000円  

1,800,001円 ～ 3,600,000円  収 入 金 額 ×30％ ＋ 80,000円  

3,600,001円 ～ 6,600,000円  収 入 金 額 ×20％ ＋ 440,000円  

6,600,001円 ～ 8,500,000円  収 入 金 額 ×10％ ＋ 1,100,000円  

8,500,001円 ～  1,950,000円 （ 上 限 ）  

 

      

（ 表 ２ ） 公 的 年 金 等 控 除 額  

公 的 年 金 等 の 収 入 金 額  公 的 年 金 等 控 除 額  

65歳 未 満 の 者 で 130万 円 未 満  600,000円  

65歳 以 上 の 者 で 330万 円 未 満  1,100,000円  

65歳 未 満 の 者  

1,300,000円～4,099,999円 公 的 年 金 収 入 の 合 計 額 ×25％  

＋ 275,000円  65歳 以 上 の 者  

3,300,000円～4,099,999円 

共 通  

4,100,000円 ～ 7,699,999円  

公 的 年 金 収 入 の 合 計 額 ×15％  

＋ 685,000円  

共 通  

7,700,000円 ～ 9,999,999円  

公 的 年 金 収 入 の 合 計 額 ×5％  

＋ 1,455,000円  

共 通 10,000,000円 ～  1,955,000円  

（ 注 ） ・ 公 的 年 金 等 と は 、 国 民 年 金 、 厚 生 年 金 、 共 済 年 金 、 恩 給 、 適 格 退 職 年 金 、 確 定 拠 出

年 金 等 を い い ま す 。  

・ 年 齢 は 、 前 年 の 12 月 31 日 現 在 の 年 齢 に よ り ま す 。  
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○   所 得 控 除 と は  

  所 得 控 除 は 、 納 税 者 に 配 偶 者 や 扶 養 親 族 が あ る か ど う か 、 病 気 や 災 害 な ど に よ る

出 費 が あ る か ど う か な ど の 個 人 的 な 事 情 を 考 慮 し て 、 そ の 納 税 者 の 実 情 に 応 じ た 税

負 担 を 求 め る た め に 所 得 金 額 か ら 差 し 引 く こ と に な っ て い る も の で す 。  

 

種   類  控   除   額  備  考  

1 雑 損 控 除  

次 の い ず れ か 多 い 金 額  

① （ 損 失 の 金 額 － 保 険 等 に よ り 補 て ん さ れ た 金 額 ） －

（ 総 所 得 金 額 等 ×1/10）  

② （ 災 害 関 連 支 出 の 金 額 － 保 険 等 に よ り 補 て ん さ れ た

金 額 ） － ５ 万 円  

 

2 医 療 費 控 除  

（ 支 払 っ た 医 療 費 － 保 険 等 に よ り 補 て ん さ れ た 額 ） －

｛ （ 総 所 得 金 額 等 ×5/100） ま た は 10 万 円 の い ず れ

か 少 な い 金 額 ｝           

（ 限 度 額 200 万 円 ）  

 

※ ス イ ッ チ Ｏ Ｔ Ｃ 薬 控 除 （ 医 療 費 控 除 の 特 例 ） を 選 択

す る 場 合  

（ 特 定 一 般 用 医 薬 品 等 購 入 費 ） － １ 万 ２ 千 円  

（ 限 度 額 ８ 万 ８ 千 円 ）  

「 保 険 等 に よ り

補 て ん さ れ た 額 」

に は 、 健 康 保 険 ・

共 済 組 合 等 か ら

の 給 付 金 や 自 賠

責 保 険 ・ 損 害 保

険・生 命 保 険 契 約

に 基 づ き 補 て ん

さ れ た 額 な ど が

あ り ま す 。  

3 社 会 保 険 料 控 除  支 払 っ た 額   

4 小 規 模 企 業 共 済  

等 掛 金 控 除  
支 払 っ た 額  

 

 

5 生 命 保 険 料 控 除  

次 の Ａ ～ Ｃ の 合 計 額 （ 上 限 ７ 0,000円 ）  

Ａ ： 一 般 生 命 保 険 料 控 除  …  下 記 (1)～ (3)の い ず れ か

に よ り 計 算 し た 額 （ 選 択 制 ）  

Ｂ ： 個 人 年 金 保 険 料 控 除  …  下 記 (1)～ (3)の い ず れ か

に よ り 計 算 し た 額 （ 選 択 制 ）  

Ｃ：介 護 医 療 保 険 料 控 除  …  下 記 (1)に よ り 計 算 し た 額  

 

(1） 新 契 約 （ 平 成 24年 1月 1日 以 後 に 締 結 し た 保 険 契

約 等 ） に 係 る 控 除 額  

支 払 っ た 金 額  控  除  額  

12,000円 以 下  支 払 金 額  

12,000円 超  
32,000円 以 下  

支 払 金 額 ×1/2＋ 6,000円  

32,000円 超  
56,000円 以 下  

支 払 金 額 ×1/4＋ 14,000

円  

56,000円 超  一 律 28,000円  

 

 

 

 

 

 

 

支 払 っ た 保 険 料

＝ 保 険 料 の 金 額

－ 剰 余 金 等  
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(2 )旧 契 約 (平 成 23年 12月 31日 以 前 に 締 結 し た 保 険 契

約 等 )に 係 る 控 除 額  

支 払 っ た 金 額  控  除  額  

15,000円 以 下  支 払 金 額  

15,000円 超  
40,000円 以 下  

支 払 金 額 ×1/2＋ 7,500円  

40,000円 超  
70,000円 以 下  

支 払 金 額 ×1/4＋ 17,500

円  

70,000円 超  一 律 35,000円  

 

(3） 新 契 約 と 旧 契 約 の 両 方 に つ い て 保 険 料 控 除 の 適 用

を 受 け る 場 合 の 控 除 額  

(1)に 基 づ き 算 定 し た 新 契 約 に 係 る 控 除 額 と (2)に 基

づ き 算 定 し た 旧 契 約 に 係 る 控 除 額 の 合 計 額 （ 上 限

28,000円 ）  

6 地 震 保 険 料 控 除  

 

① 支 払 保 険 料 の す べ て が 地 震 保 険 契 約 等 に 係 る も の で

あ る 場 合  

 ・  支 払 っ た 保 険 料 の 金 額 ×１ ／ ２  

（ 上 限 25,000 円 ）  

② 支 払 損 害 保 険 料 の す べ て が 長 期 損 害 保 険 契 約 等 に 係

る も の で あ る 場 合  

 支 払 っ た 保 険 料 が  

 ア  5 ,000 円 以 下 の 場 合 … 支 払 っ た 保 険 料 の 全 額  

 イ  5 ,000 円 を 超 え 15,000 円 以 下 の 場 合 … … …  

（ 支 払 っ た 保 険 料 の 金 額 の 合 計 額 ） ×１ /２ +2,500 円  

ウ  15 ,000 円 を 超 え る 場 合 … … … 10,000 円  

③ 支 払 保 険 料 の う ち に 、 地 震 保 険 契 約 等 に 係 る も の と

長 期 損 害 保 険 契 約 等 に 係 る も の と が あ る 場 合  

・  ① お よ び ② に 準 じ て 計 算 し た 金 額 の 合 計 額  

（ 上 限 25,000 円 ）  

［ 計 算 例 ］   

地 震 保 険 料 40,000 円  長 期 損 害 保 険 料 10,000 円  

（ 地 震 保 険 料 ）    （ 長 期 損 害 保 険 料 ）  

40,000 円 ×1/2 ＋  10,000 円 ×1/2＋ 2,500 円

＝ 27,500 円  

→  25 ,000 円  … … …  地 震 保 険 料 控 除 額  

「 長 期 損 害 保 険

契 約 等 」と は 、保

険 期 間 や 共 済 期

間 が 10 年 以 上

で 、満 期 返 戻 金 な

ど が あ る も の を

い い 、 平 成 18 年

度 末 ま で に 締 結

し た 契 約 に つ い

て 、改 正 前 の 規 定

が 適 用 さ れ ま す 。 

7 障 害 者 控 除  

障 害 者 で あ る 納 税 義 務 者 、 控 除 対 象 配 偶 者 お よ び 扶 養

親 族 １ 人 に つ き … … … 26 万 円  

（ 特 別 障 害 者 は 30 万 円 、同 居 特 別 障 害 者 は 53 万 円 ） 

 

8 ひ と り 親 控 除  30 万 円   

9 寡 婦 控 除  26 万 円   
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10 勤 労 学 生 控 除  26 万 円  

合 計 所 得 金 額 が

65 万 円 以 下 で 、

か つ 、給 与 所 得 等

以 外 の 所 得 金 額

が 10 万 円 以 下 の

学 生・生 徒 に の み

適 用 さ れ ま す 。  

11  配 偶 者 控 除  

納 税 義 務 者 に 控 除 対 象 配 偶 者 が あ る 場 合 に 適 用 さ れ ま

す 。  

控 除 対 象 配 偶 者 → 同 一 生 計 配 偶 者 の う ち 、 前 年 の 合 計

所 得 金 額 が 1 ,000 万 円 以 下 で あ る 納 税 義 務 者 の 配 偶 者  
※ 同 一 生 計 配 偶 者 → 納 税 義 務 者 と 生 計 を 一 に す る 配 偶

者 で 、 前 年 の 所 得 が な い 人 、 ま た は 前 年 の 所 得 が ３ ８

万 円 以 下 の 人  

● 納 税 義 務 者 の 前 年 合 計 所 得 に よ る 控 除 金 額  

 控 除 対 象 配 偶 者 が 老 人 （ 70 歳 以 上 ） の 場 合 、 控 除

金 額 は （ ） 内 の 金 額 と な り ま す 。  

合 計 所 得 金 額  控 除 金 額  

900 万 円 以 下  33 万 円（ 38 万 円 ） 

900 万 円 超 950 万 円 以 下  22 万 円（ 26 万 円 ） 

950 万 円 超 1000 万 円 以 下  11 万 円（ 13 万 円 ） 

  

 

12配偶者特別控除  

● 合 計 所 得 金 額 に 応 じ た 控 除 額  

 納 税 義 務 者 の 合 計 所 得 金 額  

900 万円以下 900 万円超  

950 万円以下 

950 万円超  

1000 万円以下 

配

偶

者

の

合

計

所

得

金

額 

3 8 万 円 以 下  0 万 円  0 万 円  0 万 円  

3 8 万 円 超  

9 0 万 円 以 下  

33 万 円  22 万 円  11 万 円  

9 0 万 円 超  

9 5 万 円 以 下  

31 万 円  21 万 円  11 万 円  

9 5 万 円 超  

1 0 0 万 円 以 下  

26 万 円  18 万 円  9 万 円  

1 0 0 万 円 超  

1 0 5 万 円 以 下  

21 万 円  14 万 円  7 万 円  

1 0 5 万 円 超  

1 1 0 万 円 以 下  

16 万 円  11 万 円  6 万 円  

1 1 0 万 円 超  

1 1 5 万 円 以 下  

11 万 円  8 万 円  4 万 円  

1 1 5 万 円 超  

1 2 0 万 円 以 下  

6 万 円  4 万 円  2 万 円  

1 2 0 万 円 超  

1 2 3 万 円 以 下  

3 万 円  2 万 円  1 万 円  

1 2 3 万 円 超  0 万 円  0 万 円  0 万 円  

前 年 の 合 計 所 得 金 額 が １ ， ０ ０ ０ 万 円 以 下 の 納 税 義 務
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者 に 合 計 所 得 金 額 １ ２ ３ 万 円 未 満 の 控 除 対 象 配 偶 者 以

外 の 配 偶 者 が い る 場 合 、 そ の 人 の 総 所 得 金 額 か ら 上 記

の 区 分 に 応 じ た 金 額 を 控 除 し ま す 。  

13 扶 養 控 除  

控 除 対 象 扶 養 親 族 （ 16 歳 以 上 の 扶 養 親 族 ） 一 人 に つ

き 、 次 に 掲 げ る 金 額  

● 一 般 の 控 除 対 象 扶 養 親 族  … … 33 万 円  

● 特 定 扶 養 親 族 （ 控 除 対 象 扶 養 親 族 の う ち  

 19 歳 以 上 23 歳 未 満 の 人 ）  … … 45 万 円  

● 老 人 扶 養 親 族 （ 控 除 対 象 扶 養 親 族 の う ち  

 70 歳 以 上 の 人 ）  … … 38 万 円  

● 同 居 老 親 等 （ 老 人 扶 養 親 族 の う ち 、 自 己 ま た は 配 偶

者 の 直 系 尊 属 で 同 居 し て い る 人 ） … … 45 万 円  

 

14 基 礎 控 除  43 万 円 （ 所 得 制 限 あ り ）   

 

○  税 額 控 除 と は  

税 額 を 算 出 し た 後 で そ の 税 額 か ら 差 し 引 く 額 の こ と で 、 住 民 税 に は 次 の ５ つ が あ り

ま す 。  

(1) 調 整 控 除  

平 成 19 年 か ら 実 施 さ れ た 所 得 税 か ら 住 民 税 へ の 税 源 移 譲 に よ り 創 設 さ れ た も の

で す 。  

住 民 税 と 所 得 税 で は 、 基 礎 控 除 や 扶 養 控 除 な ど の 人 的 控 除 額 に 差 が あ る た め 、 住

民 税 の 税 率 を ５ ％ か ら 10％ に 引 き 上 げ た 場 合 、所 得 税 の 税 率 を 引 き 下 げ た だ け で は 、

税 負 担 が 増 え て し ま う こ と に な り ま す 。  

そ の た め 、 個 々 の 納 税 者 の 人 的 控 除 の 適 用 状 況 に 応 じ て 住 民 税 を 減 額 （ 調 整 控 除 ）

す る こ と に よ り 、 納 税 者 の 税 負 担 が 変 わ ら な い よ う に し て い ま す 。  

 

［ 控 除 額 ］  

ア  住 民 税 の 合 計 課 税 所 得 金 額 （ 所 得 控 除 後 の 課 税 総 所 得 金 額 、 課 税 山 林 所 得 金 額

お よ び 課 税 退 職 所 得 金 額 の 合 計 額 ） が ２ ０ ０ 万 円 以 下 の 場 合  

   次 の ａ 、 ｂ の い ず れ か 少 な い 金 額 の ５ ％ （ 県 民 税 ２ ％ 、 市 町 民 税 ３ ％ ）  

    ａ  人 的 控 除 額 の 差 の 合 計 額  

    ｂ  合 計 課 税 所 得 金 額  

 イ  住 民 税 の 合 計 課 税 所 得 金 額 が ２ ０ ０ 万 円 を 超 え る 場 合  

   ａ か ら ｂ を 控 除 し た 金 額（ ５ 万 円 未 満 の 場 合 は 、５ 万 円 ）の ５ ％  （ 県 民 税 ２ ％ 、

市 町 民 税 ３ ％ ）  

    ａ  人 的 控 除 額 の 差 の 合 計 額  

    ｂ  合 計 課 税 所 得 金 額 か ら ２ ０ ０ 万 円 を 控 除 し た 額  

 

(2) 配 当 控 除  

  株 式 の 配 当 な ど の 配 当 所 得 が あ る と き は 、 そ の 金 額 に 下 記 の 率 を 乗 じ た 金 額 が 税

額 か ら 差 し 引 か れ ま す 。                   

ア  １ 千 万 円 以 下 の 部 分 の 金 額 の 利 益 の 配 当 等 に 係 る 配 当 所 得 に つ い て は 、  

     県 民 税 １ ． ２ ％  市 町 民 税 １ ． ６ ％  

イ  １ 千 万 円 を 超 え る 部 分 の 金 額 の 利 益 の 配 当 等 に 係 る 配 当 所 得 に つ い て は 、  

    県 民 税 ０ ． ６ ％  市 町 民 税 ０ ． ８ ％  

 な お 、 証 券 投 資 信 託 等 の 収 益 の 分 配 に 係 る 配 当 所 得 に つ い て は 、 別 に 控 除 率 が 定

め ら れ て い ま す 。  
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(3) 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 控 除 （ 住 宅 ロ ー ン 控 除 ）  

前 年 分 の 所 得 税 に お い て 住 宅 ロ ー ン 控 除 の 適 用 が あ る 方 で 、所 得 税 に お け る 住 宅 ロ

ー ン 控 除 額 が 所 得 税 額 よ り 大 き く 、 所 得 税 か ら 控 除 し き れ な い 額 が 生 じ る 場 合 に は 、

そ の 額 を 翌 年 度 の 住 民 税 か ら 控 除 （ 減 額 ） す る こ と が で き ま す 。  

［ 対  象 ］  

平 成 11 年 か ら 平 成 18 年 ま で 、ま た は 平 成 21 年 か ら 令 和 ７ 年 １ ２ 月 ま で の 入 居

者  

［ 適 用 期 間 ］  

平 成 22 年 度 分 か ら 令 和 ２ ０ 年 度 分 ま で の 個 人 住 民 税 に つ い て 適 用 さ れ ま す 。  

（ 入 居 し た 年 の 翌 年 度 か ら 1３ 年 間 適 用 さ れ ま す 。 ）  

［ 控  除  額 ］  

次 の ａ 、 ｂ の い ず れ か 少 な い 方 の 金 額  

ａ  所 得 税 の 住 宅 ロ ー ン 控 除 額 の う ち 、 所 得 税 に お い て 控 除 し き れ な か っ た 額  

ｂ  所 得 税 の 課 税 総 所 得 金 額 等 の 額 に ５ ％ を 乗 じ た 額 （ 97,500 円 が 限 度 ） ※  

※  住 宅 の 入 居 時 期 が 平 成 26 年 ４ 月 か ら 令 和 ３ 年 12 月 ま で の 間 で あ っ て 、消 費

税 率 が ８ ％ ま た は 10％ で あ る 場 合 は 、課 税 総 所 得 金 額 等 の 額 に 7％ を 乗 じ た 額

（ 136,500 円 が 限 度 ）  

［ 手  続 ］  

市 町 へ の 申 告 は 、 不 要 で す 。  

※  こ の 控 除 の 適 用 を 受 け る た め に は 、 確 定 申 告 や 年 末 調 整 に よ り 所 得 税 の 住 宅

ロ ー ン 控 除 を 受 け る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

〈 従 前 の 税 源 移 譲 に 伴 う 住 民 税 か ら の 住 宅 ロ ー ン 控 除 に つ い て 〉  

平 成 11 年 か ら 平 成 18 年 ま で に 入 居 し た 人 に つ い て は 、山 林 所 得 や 退 職 所 得 を 有

す る こ と 等 に よ り 、平 成 21 年 度 の 税 制 改 正 で 創 設 さ れ た 上 記 の 住 宅 ロ ー ン 控 除 に よ

る 控 除 額 が 、 従 前 の 税 源 移 譲 に 伴 う 住 宅 ロ ー ン 控 除 に よ る 控 除 額 よ り 小 さ く な る 場

合 が あ る た め 、 市 町 へ 申 告 す る こ と に よ り 従 前 の 税 源 移 譲 に 伴 う 住 宅 ロ ー ン 控 除 の

適 用 を 受 け る こ と が で き ま す 。  

 

(4) 寄 附 金 税 額 控 除  

  地 方 公 共 団 体 や 一 定 の 団 体 等 に 寄 附 し た 金 額 が あ る 場 合 は 、 そ の 寄 附 金 額 の 一 定

額 が 税 額 か ら 差 し 引 か れ ま す 。 控 除 対 象 と な る の は ① か ら ④ の 寄 附 金 で す 。  

①  都 道 府 県 、 市 区 町 村 に 対 す る 寄 附 金 （ 国 へ の 寄 附 金 は 対 象 外 ）  

  → い わ ゆ る 「 ふ る さ と 納 税 」 と 言 わ れ る も の で す 。  

②  住 所 地 の 都 道 府 県 共 同 募 金 会 お よ び 日 本 赤 十 字 社 支 部 へ の 寄 附 金  

  (注 )総 務 大 臣 の 承 認 を 受 け た も の ま た は 総 務 大 臣 が 定 め た も の  

③  所 得 税 の 寄 附 金 控 除 の 対 象 と な っ て い る 寄 附 金 の う ち 、都 道 府 県 や 市 区 町 村 が 条

例 で 指 定 す る 寄 附 金  

  (注 )指 定 さ れ る 寄 附 金 は 、 都 道 府 県 や 市 区 町 村 に よ っ て 異 な り ま す 。  

  滋 賀 県 に お け る 条 例 指 定 寄 附 金   

 滋 賀 県 で は 、 県 民 税 の 控 除 対 象 と な る 寄 附 金 と し て 、 所 得 税 の 控 除 対 象 寄 附 金

の う ち 、 県 内 に 事 務 所 等 を 有 す る 公 益 社 団 法 人 、 公 益 財 団 法 人 、 学 校 法 人 、 社 会

福 祉 法 人 、 認 定 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 な ど へ の 寄 附 金 を 指 定 し て い ま す 。  

 市 町 民 税 に つ い て は 、 各 市 町 の 条 例 に よ り ま す 。  

④  認 定 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 以 外 の Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 の う ち 、都 道 府 県 や 市 区 町 村 が 条 例 で 指 定 す る

寄 附 金  
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  (注 １ )指 定 さ れ る 寄 附 金 は 、 都 道 府 県 や 市 区 町 村 に よ っ て 異 な り ま す 。  

  (注 ２ )所 得 税 の 寄 附 金 控 除 の 対 象 に は な り ま せ ん 。  
 

［ 控  除  額 ］  

１  基 本 控 除 額  

 （ 寄 附 金 の 合 計 額 ※ 1  －  ２ 千 円 ） ×４ ％ ～ １ ０ ％ ※ 2  

  ※ 1 総 所 得 金 額 等 の ３ ０ ％ が 上 限 と な り ま す 。  

   ※ 2 上 記 ③ 、 ④ の 寄 附 金 に つ い て は 、 都 道 府 県 の み 指 定 し た 場 合 は ４ ％ 、 市 区 町 村 の

み 指 定 し た 場 合 は ６ ％ 、 両 方 が 指 定 し た 場 合 は １ ０ ％ と な り ま す 。  

（ 上 記 ① 、 ② の 寄 附 金 は １ ０ ％ で す 。 ）  

２  特 例 控 除 額  

     都 道 府 県 、 市 区 町 村 に 令 和 3 年 １ 月 １ 日 以 降 に 寄 附 （ 「 ふ る さ と 納 税 」 ） を し た

場 合 は 、 令 和 ４ 年 度 の 住 民 税 か ら 、 基 本 控 除 額 に 、 住 民 税 所 得 割 額 の ２ 割 を 限 度 と

し て 、 次 の 方 式 で 計 算 し た 額 が さ ら に 控 除 さ れ ま す 。  

   こ れ に よ り 、 寄 附 金 額 の ２ 千 円 を 超 え る 部 分 に つ い て は 、 所 得 税 分 （ 所 得 控 除 ）

と あ わ せ て 、 全 額 控 除 さ れ る 仕 組 み に な っ て い ま す 。  

   （ 対 象 寄 附 金 額 の 合 計 額  －  ２ 千 円 ） ×（ ９ ０ ％  －  ０ ～ 45％ ※ ３ ）  

                      → 寄 附 者 に 適 用 さ れ る 所 得 税 の 限 界 税 率  

※ 3 平 成 26 年 度 か ら 令 和 20 年 度 ま で の 間 は 、 所 得 税 の 限 界 税 率 に 1.021 を 乗 じ  

た 率 と な り ま す 。  

３  申 告 特 例 控 除 額  
   給 与 所 得 者 等 で 、 確 定 申 告 の 必 要 の な い 者 が 、「 ふ る さ と 納 税 ワ ン ス ト ッ プ 特 例

制 度 （ ※ ）」 の 適 用 を 受 け た 場 合 は 、 所 得 税 控 除 分 相 当 額 の ５ 分 の ２ が 道 府 県 民 税

か ら 、 ５ 分 の ３ が 市 町 村 民 税 か ら そ れ ぞ れ 控 除 さ れ ま す 。  
 
※  ふ る さ と 納 税 ワ ン ス ト ッ プ 特 例 制 度  

確 定 申 告 を 行 わ な い 給 与 所 得 者 等 は 、 寄 附 を 行 う 際 、 個 人 住 民 税 課 税 市 区 町

村 に 対 す る 寄 附 の 控 除 申 請 を 寄 付 先 の 都 道 府 県 ま た は 市 区 町 村 が 寄 附 者 に 代 わ

っ て 行 う こ と を 要 請 で き る 制 度 で す 。  
    要 請 を 受 け た 寄 附 先 の 都 道 府 県 ま た は 市 区 町 村 は 、 控 除 に 必 要 な 事 項 を 寄 附

者 の 個 人 住 民 税 課 税 市 区 町 村 に 通 知 し ま す 。  
    な お 、 寄 附 者 が 確 定 申 告 を 行 っ た 場 合 ま た は ５ 団 体 を 超 え る 都 道 府 県 ま た は

市 区 町 村 に 寄 附 を 行 っ た 場 合 は 、 こ の 特 例 は 適 用 さ れ ま せ ん 。  
     

確 定 申 告 を 行 う 場 合  ワ ン ス ト ッ プ 特 例 が 適 用 さ れ る 場 合  

  

① ふ る さ と 納 税  

② 領 収 書  

③

確

定

申

告 

の

 

④ ふ る さ と 納 税  
を し た 年 分 の  
所 得 税 か ら 還 付  

⑤ ふ る さ と 納 税 を し た  
翌 年 度 分 の 住 民 税 が 減 額  

③ 申 告 情 報 の 共 有  

① ふ る さ と 納 税 ＋ 控 除 申 請 の 要 請  

③ ふ る さ と 納 税  
を し た 翌 年 度 分 の  
住 民 税 が 減 額  

② 納 税 者 情 報 や  
ふ る さ と 納 税 情 報
の 通 知 （ 控 除 申 請 の
伝 達 ）  

ふ る さ と 納 税 先 団 体  ふ る さ と 納 税 先 団 体  

住 所 地 市 町 村  

住 所 地 市 町 村  

税 務 署  
確 定 申 告 が 不 要 な 給 与 所 得 者 等 が 対 象  
５ 団 体 以 内 の ふ る さ と 納 税 の 場 合  

ふ る さ と 納 税 者  ふ る さ と 納 税 者  
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【 控 除 額 の 計 算 イ メ ー ジ （ 都 道 府 県 、 市 区 町 村 に 寄 附 を 行 っ た 場 合 ）】  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※   平 成 26 年 度 か ら 令 和 20 年 度 ま で の 間 、復 興 特 別 所 得 税 と し て 所 得 税 の 限 界 税 率 に 2.1%

を 乗 じ た 率 と な り ま す 。  

 

 

(5)  外 国 税 額 控 除  

  外 国 で 得 た 所 得 に つ い て 、 そ の 国 の 所 得 税 な ど を 納 め て い る と き は 、 一 定 の 方 法

に よ り 、 そ の 外 国 税 額 が 税 額 か ら 差 し 引 か れ ま す 。  

 

○   配 当 割 額 ま た は 株 式 等 譲 渡 所 得 割 額 の 控 除  

  納 税 義 務 者 が 配 当 割 額 ま た は 株 式 等 譲 渡 所 得 割 額 を 課 さ れ た と き は 、 申 告 書 を 提

出 す る こ と に よ り そ の 額 が 所 得 割 額 か ら 控 除 さ れ ま す 。  

な お 、 控 除 す る こ と が で き な か っ た 金 額 に つ い て は 、 納 税 者 に 還 付 ま た は 充 当 さ

れ ま す 。  

 

 

３  納 め る 方 法 は  

○   申 告  

個 人 の 住 民 税 は 、 市 町 が 税 額 を 計 算 し 、 こ れ を 納 税 者 に 通 知 し て 納 税 し て い た だ

く 仕 組 み に な っ て い ま す が 、 市 町 が 適 正 な 課 税 を 行 う た め に 、 納 税 者 か ら 個 人 住 民

税 の 申 告 書 を 市 町 長 に 提 出 し て い た だ く こ と に な っ て い ま す 。  

 ●   申 告 を し な け れ ば な ら な い 人  

市 町 内 に 住 所 の あ る 人 は 、 原 則 と し て 毎 年 ３ 月 15 日 ま で に 前 年 １ 年 間 の 所 得

に つ い て 申 告 書 を 提 出 し な け れ ば な り ま せ ん 。  

た だ し 、 所 得 税 の 確 定 申 告 書 を 提 出 し た 人 や 次 の ① 、 ② に 該 当 す る 人 は 、 申 告

①  都 道 府 県 、 市 区 町 村 に 対 す る 寄 附 金 か ら

2,000 円 を 引 き ま す 。  

 ※ 対 象 寄 附 金 額 は 総 所 得 金 額 等 の 30 ％ が

限 度  

 

②  ① で 求 め た 額 に 10％ を 乗 じ ま す 。  

 ･ ･･[住 民 税 の 基 本 控 除 額 ]  

 

③  所 得 税 の 税 額 軽 減 額 (理 論 値 )を 求 め ま す 。 

（ 夫 婦 子 ど も 2 人 の ｻﾗﾘｰ ﾏ ﾝの 場 合 の 所 得 税 の

控 除 率 ）  

 年 収  概 ね 600 万 円 ま で  ······· 5.105%※  

    概 ね 780 万 円 ま で  ······· 10.21%※  

    概 ね 1,200 万 円 ま で  ····· 20.42%※  

    概 ね 1,430 万 円 ま で  ···· 23.483%※  

    概 ね 2,380 万 円 ま で  ···· 33.693%※  

    概 ね 2,380 万 円 超  ······· 40.84%※  

 

④  9 0％ か ら ③ の 計 算 の 際 に 用 い た 所 得 税 の

控 除 率 を 引 き ま す 。  

 

⑤  ① で 求 め た 額 に ④ で 求 め た 率 を 乗 じ ま す 。 

 ･ ･･[住 民 税 の 特 例 控 除 額 ]  

 ※ ⑤ の 額 は 住 民 税 所 得 割 額 の ２ 割 が 限 度  

   住 民 税 の 控 除 額  ＝  ② ＋ ⑤    

 給 与 収 入 ７ ０ ０ 万 円 で 夫 婦 子 ど も

２ 人 の ケ ー ス  
［ 所 得 税 の 限 界 税 率 1 0％  ・ 住 民 税 所 得 割 額  2 9 3 , 5 00 円 ］  

 
寄 附 金  30 ,000 円  

寄 附 控 除 対 象  28 ,000 円  

住 民 税 の 税 額 控 除 2 5 , 142 円  

① 適 用 下 限 額  
（ 寄 附 金 控 除 の

対 象 外 ）  
＝ 2 , 0 0 0 円  

③ 所 得 税 の 所 得 控 除
に よ る 税 額 軽 減  
2 8 , 0 00 円 ×1 0 . 2 1％  
＝ 2 , 8 5 8 円  

［ 住 民 税 の 基 本 控
除 額 ］  
② 2 8 , 0 0 0 円 ×1 0％  

＝ 2 , 8 0 0 円  

［ 住 民 税 の 特 例 控 除 額 ］  
④ 9 0％ ― 1 0 . 2 1％ ＝ 7 9 . 7 9 %  
⑤ 2 8 , 0 0 0 円 ×7 9 . 7 9%＝ 2 2 , 3 42 円  

住 民 税 所 得 割 の ２ 割 は 5 8 , 7 0 0 円
な の で 、 限 度 額 の 範 囲 内  
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の 必 要 は あ り ま せ ん 。  

  ①  前 年 中 の 所 得 が 給 与 ま た は 公 的 年 金 の み で あ る 人  

  ②  前 年 中 の 所 得 が 市 町 の 条 例 で 定 め る 金 額 以 下 の 人  

※  前 年 中 の 所 得 が 給 与 ま た は 公 的 年 金 の み の 人 は 、 給 与 ま た は 公 的 年 金 の 支

払 者 か ら 給 与 支 払 報 告 書 ま た は 公 的 年 金 支 払 報 告 書 が 提 出 さ れ ま す の で 、 住

民 税 の 申 告 を す る 必 要 は な い こ と に な っ て い ま す 。 た だ し 、 雑 損 控 除 、 医 療

費 控 除 等 （ 11～ 14 ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 ） を 受 け よ う と す る 人 は 、 そ の

た め の 申 告 書 を 提 出 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 ●   申 告 書 の 提 出 先  

納 税 者 の １ 月 １ 日 現 在 に お け る 住 所 地 の 市 町 で す 。  

 

○   納 税 方 法  

個 人 の 住 民 税 の 納 税 方 法 に は 、 特 別 徴 収 と 普 通 徴 収 の 二 つ が あ り ま す 。  

 ●   給 与 所 得 者 の 場 合  

年 税 額 を 毎 年 ６ 月 か ら 翌 年 ５ 月 ま で の 12 か 月 に 分 け て 、 勤 務 さ れ て い る 会 社

な ど の 給 与 支 払 者 が 毎 月 の 給 与 の 支 払 い の 際 に そ の 人 の 給 与 か ら 引 き 去 り 、こ れ

を 翌 月 の 10 日 ま で に 市 町 に 納 入 し て い た だ く こ と に な っ て い ま す 。  

こ れ を 特 別 徴 収 と い い 、 給 与 支 払 者 を 特 別 徴 収 義 務 者 と 呼 ん で い ま す 。 給 与 明

細 な ど で 一 度 確 認 し て み て 下 さ い 。  

 ●   事 業 所 得 者 等 の 場 合  

市 町 か ら 各 個 人 あ て に 直 接 送 付 さ れ る 納 税 通 知 書 に よ り 、 一 般 に ６ 月 ・ ８ 月 ・

10 月・翌 年 １ 月（ ※ ）の 年 ４ 回 に 分 け て 納 税 し て い た だ く こ と に な っ て い ま す 。  

こ れ を 普 通 徴 収 と い い 、 口 座 振 替 に よ り 納 め る こ と も 可 能 で す 。  

（ ※  納 期 は 市 町 の 条 例 に よ り 定 め ら れ て い る た め 、 異 な る 場 合 が あ り ま す 。 ）  

 ●   公 的 年 金 等 所 得 者 の 場 合  

     ６ ５ 歳 以 上 の 公 的 年 金 等 所 得 者 に つ い て は 、 一 般 に 公 的 年 金 の 支 給 を す る 年 金

保 険 者 （ 日 本 年 金 機 構 等 ） が ４ 月 か ら 翌 年 ２ 月 ま で の 偶 数 月 に 支 払 わ れ る 公 的 年

金 か ら 引 き 去 り （ 特 別 徴 収 ） し 、 こ れ を 翌 月 １ ０ 日 ま で に 市 町 に 納 入 し て い た だ

く こ と に な り ま す 。  

     た だ し 、 公 的 年 金 か ら の 引 き 去 り が 始 ま る 最 初 の 年 度 は 、 年 税 額 の 半 分 を 一 般

に ６ 月 、 ８ 月 の ２ 回 に 分 け て 市 町 か ら 送 付 さ れ る 納 税 通 知 書 に よ り 、 残 り の 半 分

を １ ０ 月 、 １ ２ 月 、 翌 年 ２ 月 に 支 払 わ れ る 公 的 年 金 か ら の 引 き 去 り に よ り 、 そ れ

ぞ れ 納 め て い た だ く こ と に な り ま す 。  

 ●   年 の 中 途 で 退 職 し た 場 合 の 徴 収  

毎 月 の 給 与 か ら 住 民 税 を 特 別 徴 収 さ れ て い た 納 税 者 が 退 職 に よ り 給 与 の 支 払

い を 受 け な く な っ た 場 合 に は 、そ の 翌 月 以 降 に 特 別 徴 収 を す る こ と が で き な く な

っ た 残 り の 住 民 税 の 額 は 、 次 の よ う な 場 合 の 他 は 、 普 通 徴 収 の 方 法 に よ っ て 徴 収

し ま す 。  

  ①  そ の 納 税 者 が 新 し い 会 社 に 再 就 職 し 、引 き 続 き 特 別 徴 収 さ れ る こ と を 申 し 出

た 場 合  

  ②  ６ 月 １ 日 か ら 12 月 31 日 ま で の 間 に 退 職 し た 人 で 、残 税 額 を 支 給 さ れ る 退

職 手 当 な ど か ら ま と め て 特 別 徴 収 さ れ る こ と を 申 し 出 た 場 合  

  ③  翌 年 １ 月 １ 日 か ら ４ 月 30 日 ま で の 間 に 退 職 し た 人 で 、① に 該 当 し な い 人 の

場 合  

（ こ の 場 合 は 、 本 人 の 申 出 が な く て も 給 与 ま た は 退 職 金 か ら 、 残 税 額 が 徴 収 さ

れ ま す 。 ）  
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４  退 職 所 得 の 特 例  

 住 民 税 の 所 得 割 は 、 前 年 中 の 所 得 に つ い て 市 町 が 税 額 を 計 算 し ま す が 、 退 職 所 得 に

つ い て は 、 退 職 手 当 な ど の 支 払 者 が 、 退 職 者 に 退 職 手 当 な ど を 支 払 う 際 に 、 他 の 所 得

と 分 離 し て 退 職 所 得 に 対 す る 税 額 を 計 算 し 、 支 払 額 か ら そ の 税 金 を 引 き 去 り し て 、 こ

れ を 市 町 に 納 入 す る こ と に な っ て い ま す 。  
 

○  税 額 の 算 出 方 法  

（ 収 入 金 額 － 退 職 所 得 控 除 額 ） × １ ／ ２（ ※ 1） × 住 民 税 の 税 率  ＝ 税 額  
 

※ 1 役 員 等（ 役 員 等 と し て の 勤 続 年 数 が 5 年 以 下 の 人 に 限 る ）の 場 合 は 、退 職 所 得

控 除 額 を 控 除 し た 残 額 の ２ 分 の １ と す る 措 置 は 適 用 さ れ ま せ ん 。  

    役 員 等 と は 、 法 人 税 法 第 2 条 第 15 号 に 規 定 す る 役 員 、 国 会 議 員 お よ び 地 方 議

会 議 員 、 国 家 公 務 員 お よ び 地 方 公 務 員 の こ と を い い ま す 。  
 

○  退 職 所 得 控 除 額  

勤 続 年 数  控    除    額  

20 年 以 下 の 場 合  40 万 円 ×勤 続 年 数 （ 80 万 円 に 満 た な い と き は 80 万

円 ）  

20 年 を 超 え る 場 合  70 万 円 ×（ 勤 続 年 数 － 20 年 ） ＋ 800 万 円  

（ 注 ） １  障 害 者 に な っ た こ と に 直 接 基 因 し て 退 職 し た 場 合 に は 、 上 記 の 表 で 算 出 し

た 控 除 額 に 100 万 円 を 加 算 し た 金 額 が 控 除 さ れ ま す 。  

２  退 職 所 得 の 金 額 （ 収 入 金 額 か ら 退 職 所 得 控 除 額 を 差 し 引 い た 後 の 金 額 に ２

分 の １ を 乗 じ て 得 た 額 ）に 、1,000 円 未 満 の 端 数 が あ る 場 合 は 、1,000 円 未

満 の 金 額 を 切 り 捨 て ま す 。   

   ３  税 額 （ 県 民 税 額 、 市 町 民 税 額 ） に 100 円 未 満 の 端 数 が あ る 場 合 は 、 そ れ ぞ

れ 100 円 未 満 の 端 数 を 切 り 捨 て ま す 。   

 

○  税 率  

県 民 税  （ 一 律 ）  ４ ％  市 町 民 税  （ 一 律 ）  ６ ％  

 

［ 計 算 例 ］  
勤 続 年 数 30 年 で 退 職 し 、20,306,632 円 の 退 職 手 当 等 を 受 け た 場 合 の 分 離 課 税 に

係 る 所 得 割 額 の 算 出 に つ い て  

１  退 職 所 得 控 除 額 の 計 算  

  8 ,000,000 円  ＋  700,000 円  × （ 30 年 － 20 年 ） ＝  15,000,000 円  

 

２  退 職 所 得 の 金 額  

(1) ２ 分 の １ を 乗 じ る 前 の 金 額  

 20,306,632 円  －  15,000,000 円  ＝  5,306,632 円  

(2)  ２ 分 の １ を 乗 じ た 後 の 金 額  

   5 ,306,632 円  × １ ／ ２  ＝  2,653,316 円  

              →  2 ,653,000 円 （ 1,000 円 未 満 の 端 数 は 切 捨 て ）  

３  退 職 所 得 に 係 る 所 得 割 額  

              （ 課 税 退 職 所 得 金 額 ）   （ 税 率 ）  

【 県 民 税 】    2 ,653,000 円   ×  ４ ％  ＝  106,120 円  

→  106,100 円（ 100 円 未 満 の 端 数 は 切 捨 て ） 

【 市 町 民 税 】   2 ,653,000 円   ×  ６ ％  ＝  159,180 円  

→  159,100 円（ 100 円 未 満 の 端 数 は 切 捨 て ） 
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知 識 － チ ェ ッ ク ・ ポ イ ン ト ！   

わ が 家 の 住 民 税 は い く ら ？  

 

 

 

答 え ： 住 民 税 の 課 さ れ る 基 準 日 は 、 1 月 1 日 現 在 お 住 ま い に な っ て い た 市 町 と な り ま

す 。 令 和 ４ 年 １ 月 １ 日 現 在 で は あ な た の 住 所 は Ａ 町 に あ っ た の で す か ら 、 そ の

後 Ｂ 市 に 引 っ 越 し た と し て も 、令 和 ４ 年 度 分 の 住 民 税 は Ａ 町 に 納 め る こ と に な り

ま す 。                                      

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答 え  

均 等 割  県 民 税  1,500 円 ＋ 琵 琶 湖 森 林 づ く り 県 民 税 800 円 ＝ 2,300 円 …  ①  

市 町 民 税  3,500 円                      …  ②  

       （ ９ ペ ー ジ 参 照 ）  

 

所 得 割  （ 収 入 金 額 － 給 与 所 得 控 除 額 － 所 得 控 除 額 ） ×税 率 － 調 整 控 除  

（ ９ ペ ー ジ 参 照 ）  

 

収 入 金 額        660 万 円     基 礎 控 除  43 万 円  

－ 給 与 所 得 控 除 額   △ 176 万 円     配 偶 者 控 除  33 万 円  

（ 10 ペ ー ジ 参 照 ）           扶 養 控 除  33 万 円  

－ 所 得 控 除 額     △ 155 万 円     社 会 保 険 料 控 除  38 万 円  

   （ 11 ～ 14 ペ ー ジ 参 照 ）       生 命 保 険 料 控 除  ７ 万 円  

                   地 震 保 険 料 控 除  １ 万 円  

 

問 題 ：  わ た し は 令 和 ４ 年 ５ 月 20 日 に Ａ 町 か ら Ｂ 市 へ 引 っ 越 し ま し た 。 令 和 ４ 年 度 分 の 住

民 税 は Ａ 町 か Ｂ 市 の ど ち ら に 納 め る こ と に な る で し ょ う ？  

                                                                                         

問 題 ：  わ た し の 家 族 構 成 、 令 和 ３ 年 中 の 収 入 等 は 下 記 の と お り で し た 。 令 和 ４ 年 度 分 の 住 民

税 は い く ら に な る で し ょ う ？ （ ※ 但 し 、 母 親 に 係 る 住 民 税 は 市 町 村 条 例 に よ り 非 課 税 と

し ま す 。 ）  

  

家 族 構 成   父 親 （ 40 歳 、 会 社 員 ） 、 母 親 （ 39 歳 、 パ ー ト ） 、 わ た し （ 17 歳 、 無 収 入 ） 、

弟 （ 11 歳 、 無 収 入 ）  

 

収 入 金 額 （ 父 親 ）     ６ ６ ０ 万 円  

収 入 金 額 （ 母 親 ）      ９ ０ 万 円  

令 和 ３ 年 中 の 収 支   社 会 保 険 料         ３ ８ 万 円  

地 震 保 険 料          ２ 万 円  

生 命 保 険 料         ２ １ 万 円 ※  

               （ う ち 個 人 年 金 保 険 料  10 万 円 ※ ）  

               ※ 令 和 ３ 年 中 に 支 払 っ た 保 険 料 が 、 平 成 23年 12月 31日 以 前

に 締 結 し た 保 険 契 約 に 係 る 保 険 料 の み の 場 合  

税  
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課 税 所 得 金 額        329 万 円  

県 民 税 所 得 割   329 万 円  × 税 率 ４ ％  ＝  131,600 円 … ③   

市 町 民 税 所 得 割  329 万 円  × 税 率 ６ ％  ＝  197,400 円 … ④  

（ 9 ペ ー ジ 参 照 ）  

 

調 整 控 除 額  

  人 的 控 除 の 差 の 合 計 額  150,000 円  

（ 一 般 配 偶 者 5 万 円 、 一 般 扶 養 5 万 円 、 基 礎 5 万 円 ）  

 

 ・ 県 民 税 に 係 る 額  

   ｛ 人 的 控 除 差 の 合 計 額 － （ 課 税 所 得 金 額 － ２ ０ ０ 万 円 ） ｝ ×２ ％  

 た だ し 、 ｛ 人 的 控 除 差 の 合 計 額 － （ 課 税 所 得 金 額 － ２ ０ ０ 万 円 ） ｝ の 値 が  

  5 万 円 よ り 小 さ い と き は 、 1,000 円 … ⑤  

 ・ 市 町 民 税 に 係 る 額  

｛ 人 的 控 除 差 の 合 計 額 － （ 課 税 所 得 金 額 － ２ ０ ０ 万 円 ） ｝ ×３ ％  

 た だ し 、 ｛ 人 的 控 除 差 の 合 計 額 － （ 課 税 所 得 金 額 － ２ ０ ０ 万 円 ） ｝ の 値 が  

  5 万 円 よ り 小 さ い と き は 、 1,500 円 … ⑥  

 

｛ 人 的 控 除 差 の 合 計 額 － （ 課 税 所 得 金 額 － ２ ０ ０ 万 円 ） ｝  

   ＝  150 ,000 円  － （ 3,290,000 円  －  2,000 ,000 円 ）  

＝  △ 1,140,000 円  ＜  50 ,000 円  

 

住 民 税 所 得 割  県 民 税 （ ③ － ⑤ ）    130,600 円 … ⑦  

市 町 民 税 （ ④ － ⑥ ）   195,900 円 … ⑧  

 

住 民 税 合 計 額  

 

県 民 税 （ 均 等 割 ① ＋ 所 得 割 ⑦ ） ＋ 市 町 民 税 （ 均 等 割 ② ＋ 所 得 割 ⑧ ）  

 

＝ ｛ （ 2,300 円 ＋ 130,600 円 ） ＋ （ 3,500 円 ＋ 195,900 円 ） ｝  ＝  332,300 円  
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所得税                            国税  

所 得 税 は 、 個 人 の １ 年 間 の 所 得 に 対 し て か か る 税 金 で す 。 そ の 人 の １ 年 間 の す べ て の

所 得 か ら 所 得 控 除 を 差 し 引 い た 残 り の 金 額 （ 課 税 さ れ る 所 得 金 額 ） に 税 率 を 適 用 し て 、

税 額 を 計 算 し ま す 。  

 

１  納 め る 人 は  

所 得 税 を 納 め る 人 は 原 則 と し て 個 人 で す が 、 源 泉 徴 収 制 度 に お い て は 、 所 得 税 を 源 泉

徴 収 し て 国 に 納 付 す る 義 務 の あ る 人 （ 源 泉 徴 収 義 務 者 ） も 該 当 し ま す 。  

 

２  納 め る 額 は  

 

（ 所 得 金 額 － 所 得 控 除 額 ） ×税 率 （ 表 ４ ） － 税 額 控 除 ＝ 所 得 税 額  

  課 税 さ れ る 所 得 金 額              基 準 所 得 税 額  

 

※  平 成 25 年 か ら 令 和 19 年 ま で の 各 年 分 に つ い て は 、 所 得 税 を 納 め る 義 務 の あ る 方

は 、 復 興 特 別 所 得 税 も 併 せ て 納 め る 必 要 が あ り ま す 。  

復 興 特 別 所 得 税 額 は 、 次 の 算 式 で 求 め る こ と に な り ま す 。  

 

復 興 特 別 所 得 税 額  ＝  基 準 所 得 税 額  × 2.1％  

 

（ 表 ４ ） 所 得 税 の 税 率 （ 速 算 表 ）  

所 得 税 の 税 率 は 、 分 離 課 税 に 対 す る も の な ど を 除 く と 、 ５ ％ か ら 45％ の 7 段 階 に

区 分 さ れ て い ま す 。  

 課 税 さ れ る 所 得 金 額 に 対 す る 所 得 税 の 金 額 は 、 次 の 速 算 表 を 使 用 す る と 簡 単 に 求 め

ら れ ま す 。  

課 税 さ れ る 所 得 金 額  (千 円 未 満 切 捨 て ) 税 率  控 除 額  

195 万 円 未 満  5％  0 円  

195 万 円 以 上 ～ 330 万 円 未 満  10％  97,500 円  

330 万 円 以 上 ～ 695 万 円 未 満  20％  427,500 円  

695 万 円 以 上 ～ 900 万 円 未 満  23％  636,000 円  

900 万 円 以 上 ～ 1,800 万 円 未 満  33％  1,536,000 円  

1,800 万 円 以 上 ～ 4,000 万 円 未 満  40％  2,796,000 円  

4,000 万 円 以 上   45％  4,796,000 円  

  (注 )１  平 成 27 年 分 以 後 の 所 得 税 に つ い て 適 用 さ れ る 税 率 で す 。  

      ２  例 え ば「 課 税 さ れ る 所 得 金 額 」が 650 万 円 の 場 合 に は 、求 め る 税 額 は 次 の

よ う に な り ま す 。  

 6 ,500,000 円 ×0.2－ 427,500 円  ＝  872,500 円  
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３  納 め る 方 法 は  

所 得 税 は 、 １ 月 １ 日 か ら 12 月 31 日 ま で の 1 年 間 に 生 じ た 所 得 金 額 と そ れ に 対 す る

税 額 を 計 算 し 、翌 年 2 月 16 日 か ら 3 月 15 日 ま で の 間 に 確 定 申 告 書 を 提 出 し 、納 税 す

る こ と に な っ て い ま す 。 こ の 手 続 を 「 確 定 申 告 」 と い い ま す 。  

 

○  確 定 申 告 を し な け れ ば な ら な い 人  

そ の 年 分 の 所 得 金 額 の 合 計 額 が 所 得 控 除 の 合 計 額 を 超 え る 場 合 で 、 そ の 超 え る 額 に

対 す る 税 額 が 、 配 当 控 除 の 額 を 超 え る 人 は 、 原 則 と し て 確 定 申 告 を し な け れ ば な り ま

せ ん 。  

し か し 、 給 与 所 得 に つ き 年 末 調 整 を 受 け た 人 で 給 与 所 得 お よ び 退 職 所 得 以 外 の 所 得

金 額 が 20 万 円 以 下 で あ る 人 等 、 一 定 の 場 合 に は 確 定 申 告 を し な く て も よ い こ と に な

っ て い ま す 。  

 

○  給 与 所 得 者 で 確 定 申 告 が 必 要 な 人  

給 与 所 得 者 の 大 部 分 の 人 は 、 給 与 の 支 払 者 が 行 う 年 末 調 整 に よ っ て 所 得 税 が 精 算 さ

れ て い ま す か ら 、 確 定 申 告 の 必 要 は あ り ま せ ん 。  

 し か し 、 給 与 所 得 者 で あ っ て も 次 の い ず れ か に 当 て は ま る 人 は 、 原 則 と し て 確 定 申

告 を し な け れ ば な り ま せ ん 。  

 

(1)  給 与 の 年 間 収 入 金 額 が 2,000 万 円 を 超 え る 人  

(2) 給 与 を １ か 所 か ら 受 け て い て 、 そ の 給 与 の 全 部 が 源 泉 徴 収 の 対 象 と な る 場 合 に お  

い て 、 各 種 の 所 得 金 額 （ 給 与 所 得 、 退 職 所 得 を 除 く ） の 合 計 額 が 20 万 円 を 超 え る  

人  

(3)  給 与 を ２ か 所 以 上 か ら 受 け て い て 、 そ の 給 与 の 全 部 が 源 泉 徴 収 の 対 象 と な る 場 合  

に お い て 、 年 末 調 整 さ れ な か っ た 給 与 の 収 入 金 額 と 各 種 の 所 得 金 額 （ 給 与 所 得 、 退  

職 所 得 を 除 く 。） と の 合 計 額 が 20 万 円 を 超 え る 人  

(注 ) 給 与 所 得 の 収 入 金 額 の 合 計 額 か ら 、所 得 控 除 の 合 計 額（ 雑 損 控 除 、医 療 費 控  

除 、 寄 付 金 控 除 、 基 礎 控 除 を 除 く 。） を 差 し 引 い た 残 り の 金 額 が 150 万 円 以

下 で 、 さ ら に 各 種 の 所 得 金 額 （ 給 与 所 得 、 退 職 所 得 を 除 く 。） の 合 計 額 が 20

万 円 以 下 の 人 は 、 申 告 の 必 要 は あ り ま せ ん 。  

(4) 同 族 会 社 の 役 員 な ど で 、 そ の 同 族 会 社 か ら の 給 与 の ほ か に 貸 付 金 の 利 子 や 資 産 の  

賃 貸 料 な ど を 受 け 取 っ て い る 人  

(5) 給 与 に つ い て 、 災 害 減 免 法 に よ り 所 得 税 等 の 源 泉 徴 収 税 額 の 徴 収 猶 予 や 還 付 な ど

を 受 け て い る 人  

(6) 源 泉 徴 収 義 務 者 に あ た ら な い 人 か ら 給 与 等 の 支 払 を 受 け て い る 人  

(7) 退 職 所 得 に つ い て 正 規 の 方 法 で 税 額 を 計 算 し た 場 合 に 、 そ の 税 額 が 源 泉 徴 収 さ れ

た 金 額 よ り も 多 く な る 人  

(注 )  所 得 の 金 額 の 合 計 額 に は 、 例 え ば 次 の も の は 含 ま れ ま せ ん 。  

ア  非 課 税 と さ れ る 所 得  

イ  確 定 申 告 を し な い こ と を 選 択 し た 配 当 等  

ウ  利 子 所 得 の う ち 、 源 泉 分 離 課 税 と さ れ る 利 子 等  

エ  源 泉 徴 収 を 選 択 し た 特 定 口 座 を 通 じ て 行 っ た 上 場 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所  

得 等 の う ち 、 確 定 申 告 を し な い こ と を 選 択 し た も の  
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◎  年 金 所 得 者 に 係 る 確 定 申 告 不 要 制 度  

  以 下 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 に は 、 計 算 の 結 果 、 納 税 額 が あ る 場 合 で も 所 得 税 等  

の 確 定 申 告 の 必 要 は あ り ま せ ん 。  

 (1)  公 的 年 金 等（ そ の 全 部 が 源 泉 徴 収 の 対 象 と な る 場 合 に 限 り ま す 。）の 収 入 金 額 が  

   400 万 円 以 下  

 (2)  公 的 年 金 等 に 係 る 雑 所 得 以 外 の 所 得 金 額 が 20 万 円 以 下  

 

※ １  こ の 場 合 で あ っ て も 、次 の「 確 定 申 告 を す る と 所 得 税 が 還 付 さ れ る 場 合 」に 該 当 す  

る と き は 、 還 付 を 受 け る た め の 申 告 書 を 提 出 す る こ と が で き ま す 。  

 ２  源 泉 徴 収 の 対 象 と な ら な い 公 的 年 金 等（ 外 国 年 金 等 ）の 支 給 を 受 け て い る 方 は 、こ

の 制 度 を 適 用 で き ま せ ん 。  

 

○  確 定 申 告 を す る と 所 得 税 が 還 付 さ れ る 場 合  

確 定 申 告 を し な く て も よ い 場 合 で も 、 源 泉 徴 収 さ れ た 税 金 や 予 定 納 税 を し た 税 金 が

納 め 過 ぎ に な っ て い る と き に は 、 還 付 を 受 け る た め の 申 告 書 を 提 出 す る こ と が で き ま

す 。 次 の よ う な 場 合 は 、 税 金 が 納 め 過 ぎ に な っ て い る 場 合 が あ り ま す 。  

 

 (1)  年 間 の 所 得 が 一 定 額 以 下 で あ る と き  

(2) 年 の 途 中 で 退 職 し そ の 後 就 職 し な か っ た た め 、 年 末 調 整 を 受 け な か っ た と き  

(3) 給 与 所 得 者 で 、 雑 損 控 除 、 医 療 費 控 除 、 寄 附 金 控 除 、 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 な ど  

を 受 け る こ と が で き る と き  

(4) 所 得 が 公 的 年 金 等 の 雑 所 得 の み で 、生 命 保 険 料 控 除 や 地 震 保 険 料 控 除 、雑 損 控 除 、 

医 療 費 控 除 、 寄 附 金 控 除 な ど を 受 け る こ と が で き る と き  

(5) 予 定 納 税 を し た が 、 確 定 申 告 の 必 要 が な く な っ た と き  

(6) 退 職 所 得 が あ る 場 合 で 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き  

  ・ 退 職 所 得 を 除 く 各 種 の 所 得 の 合 計 額 か ら 所 得 控 除 を 差 し 引 く と 赤 字 に な る と き  

  ・「 退 職 所 得 の 受 給 に 関 す る 申 告 書 」を 提 出 し な か っ た た め 、20.42％ の 税 率 で 源  

 泉 徴 収 さ れ 、 そ の 所 得 税 等 の 源 泉 徴 収 税 額 が 退 職 所 得 に つ い て 再 計 算 し た 税 額 を   

超 え て い る と き  

 

  な お 、 給 与 所 得 者 や 年 金 所 得 者 が 還 付 申 告 を す る 際 は 、 そ の 他 の 各 種 の 所 得 も 申  

 告 が 必 要 で す 。  

ボ ク 、 滋 賀 県 の イ メ ー
ジ キ ャ ラ ク タ ー 、  
キ ャ ッ フ ィ ー で す 。  
よ ろ し く ！  
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個人事業税                      県税  

個 人 事 業 税 は 、 個 人 の 行 う 第 １ 種 事 業 、 第 ２ 種 事 業 、 第 ３ 種 事 業 に 対 し 、 所 得 を 課

税 標 準 と し て 課 さ れ る 税 金 で す 。  

 

１  納 め る 人 は  

県 内 に 事 務 所 ・ 事 業 所 を 有 し て 事 業 を 行 っ て い る 個 人  

（ 事 務 所 ・ 事 業 所 を 設 け な い 場 合 は 、 事 業 を 行 っ て い る 個 人 の 住 所 ま た は 居 所 を 事

務 所 ・ 事 業 所 と み な し ま す 。 ）  

 

２  納 め る 額 は  

 

              －               ＝  

 

 

 

 

 

 

①  事 業 専 従 者 控 除  青 色 事 業 専 従 者 … 支 払 給 与 額  

 白 色 事 業 専 従 者 … 次 の い ず れ か 低 い 額  

 ・ １ 人 あ た り 50 万 円（ 配 偶 者 の 場 合 は 86 万 円 ） 

 ・ 事 業 所 得 ÷（ 事 業 専 従 者 の 数 ＋ １ ）  

②  青 色 申 告 特 別 控 除 額 … 所 得 税 で 青 色 申 告 特 別 控 除 を 受 け て い る 場 合 の み 加 算 し

ま す 。 （ 最 高 65 万 円 ま た は 10 万 円 ）  

③  事 業 主 控 除 額 … 290 万 円 （ た だ し 、 事 業 を 行 っ た 期 間 が １ 年 に 満 た な い 場 合  

は 月 割 額 に な り ま す 。 ）  

④  税 率  

事 業 の 区 分  事 業 の 概 要 税 率 

第 １ 種 事 業  
物 品 販 売 業 、 不 動 産 貸 付 業 、 駐 車 場 業 、 製 造 業 、 請

負 業 、 飲 食 店 業 、 代 理 業 、 そ の 他 一 般 の 営 業  
５ ％  

第 ２ 種 事 業  畜 産 業 、 水 産 業 、 薪 炭 製 造 業  ４ ％  

第 ３ 種 事 業  

医 業 、 弁 護 士 業 、 税 理 士 業 、 コ ン サ ル タ ン ト 業 、 理

容 業 、 美 容 業 、 設 計 監 督 者 業 、 そ の 他 の 自 由 業  
５ ％  

マ ッ サ ー ジ ・ は り ・ き ゅ う 等 の 事 業 、 装 蹄 師 業  ３ ％  

 

３  納 め る 方 法 は  

 県 か ら 送 付 さ れ る 納 税 通 知 書 （ 納 付 書 ） に よ っ て ８ 月 、 11 月 の ２ 回 に 分 け て 納 付 し

ま す 。た だ し 、税 額 が 10,000 円 以 下 の 場 合 は 、８ 月 に 全 額 納 付 す る こ と に な り ま す 。  

 
個 人 事 業 税 の 納 付 は 、 口 座 振 替 や 電 子 決 済 サ ー ビ ス の 利 用 が 便 利 で す 。 

口 座 振 替 や 電 子 決 済 サ ー ビ ス の 詳 し い 利 用 方 法 は 、 Ｐ ． 72～ 73 

事業の総収入金額 

（事業収入・不動産収入） 

事業の必要経費 

（事業専従者控除①を含む） 

所得金額 

（事業所得・不動産所得） 

税額 所得金額  
損失の繰越 

控除額等 

事業主 

控除額 ③  

青色申告 

特別控除額② 
税率④ ＋  －  －  × ＝  
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法人住民税           県 税  市 町 税  

法 人 住 民 税 は 、 県 内 に 事 務 所 ま た は 事 業 所 を 有 す る 法 人 に か か る 税 金 で 、 一 般 に

「 法 人 住 民 税 」と い わ れ ま す 。こ れ に は 、県 民 税 と 市 町 民 税 が あ り 、そ れ ぞ れ に「 均

等 割 」 と 「 法 人 税 割 」 が あ り ま す 。  

 

１  納 め る 人 は  

 

法 人 等 の 区 分  均 等 割  法 人 税 割  

県 内 に 事 務 所 ま た は 事 業 所 を 有 す る 法 人  ○  ○  

県 内 に 寮 、 宿 泊 所 な ど の 施 設 を 有 す る 法 人 で  

県 内 に 事 務 所 ま た は 事 業 所 を 有 し な い も の   
○  ×  

 

２  納 め る 額 は  

＜ 均 等 割 ＞  

・  資 本 金 等 の 額 に 応 じ て 定 額 の 負 担 を い た だ く も の  

 

法 人 等 の 区 分  法 人 市 町 民 税  

（ 市 町 に よ り 異 な る

場 合 が あ り ま す 。 ） 

法 人 県 民 税  

資 本 金 等 の 額 の 区 分  市 町 内 の 従 業 者 数  

○  公 共 法 人 ( ※ １ ) お よ び 公 益 法 人 等 ( ※ ２ ) の う

ち 、 均 等 割 を 課 す る こ と が で き な い も の 以 外

の も の  

○  人 格 の な い 社 団 等 （ 収 益 事 業 を 行 わ な い も の

は 非 課 税 ）  

○  一 般 社 団 法 人 お よ び 一 般 財 団 法 人  

○  保 険 業 法 に 規 定 す る 相 互 会 社 以 外 の 法 人 で 資

本 金 の 額 ま た は 出 資 金 の 額 を 有 し な い も の  

○  資 本 金 等 の 額 が １ 千 万 円 以 下 で あ る も の の う

ち 市 町 内 に 有 す る 事 務 所 等 の 従 業 者 の 数 の 合

計 数 が 5 0 人 以 下 の も の  

５ 万 円  
2 0 , 0 0 0 円  

（ 2 2 , 2 0 0 円 ）  

１ 千 万 円 以 下  5 0 人 超  1 2 万 円  

１ 千 万 円 超  １ 億 円 以 下  

5 0 人 以 下  1 3 万 円  5 0 , 0 0 0 円                  

（ 5 5 , 5 0 0 円 ）  5 0 人 超  1 5 万 円  

１ 億 円 超  1 0 億 円 以 下  

5 0 人 以 下  1 6 万 円  1 3 0 , 0 0 0 円  

（ 1 4 4 , 3 0 0 円 ） 5 0 人 超  4 0 万 円  

1 0 億 円 超  5 0 億 円 以 下  
5 0 人 以 下  4 1 万 円  5 4 0 , 0 0 0 円  

（ 5 9 9 , 4 0 0 円 ）  5 0 人 超  1 7 5 万 円  

5 0 億 円 超  

5 0 人 以 下  4 1 万 円  8 0 0 , 0 0 0 円  

（ 8 8 8 , 0 0 0 円 ） 5 0 人 超  3 0 0 万 円  

( ※ １ )  法 人 税 法 別 表 第 １ に 規 定 す る も の を い い ま す 。  

  ( ※ ２ )  地 方 税 法 第 2 4 条 第 5 項 ・ 第 2 9 4 条 第 ７ 項 に 規 定 す る も の を い い ま す 。  
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    （ 注 ）  法 人 県 民 税 の （  ） 内 の 税 率 は 均 等 割 の 税 率 の 1 1 ％ に 相 当 す る 「 琵 琶 湖 森  

林 づ く り 県 民 税 」 を 含 ん だ 額 と な っ て い ま す 。 平 成 1 8 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 開

始 す る 事 業 年 度 か ら 適 用 さ れ て い ま す 。  

 

＜ 法 人 税 割 ＞  

・  法 人 税 （ 国 税 ） の 額 に 応 じ た 負 担 を い た だ く も の  

法 人 税 額 × 税 率  

 税 率 A ： 平 成 2 6 年 1 0 月 １ 日 か ら 令 和 元 年 ９ 月 3 0 日 ま で に 開 始 す る 事 業 年 度 分  

 税 率 B ： 令 和 元 年 1 0 月 １ 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 分  

法 人 等 の 区 分  

法 人 市 町 民 税 （ ※ ） 法 人 県 民 税  

税 率 A  

( 注 １ )  

税 率 B  

( 注 ２ )  

税 率 A  

( 注 １ )  

税 率 B  

( 注 ２ )  

資 本 金 の 額 ま た は 出 資 金 の 額 が １ 億 円 以 下

の 法 人 で 、 か つ 課 税 標 準 と な る べ き 法 人 税 額

（ 分 割 前 の 額 ） が 一 定 額 （ 注 ３ ） 以 下 の 法 人  

標 準 税 率

9 . 7 ％  
 

制 限 税 率  

1 2 . 1 ％  

標 準 税 率

6 . 0 ％  
 

制 限 税 率  

8 . 4 ％  

3 . 2 %  1 . 0 %  

上 記 以 外 の 法 人  4 . 0 %  1 . 8 %  

（ ※ ） 法 人 市 町 民 税 の 実 際 の 税 率 は 、 標 準 税 率 か ら 制 限 税 率 の 範 囲 内 で 、 各 市 町 が  

条 例 で 定 め る 税 率 に な り ま す 。  

 

  （ 注 １ ） 平 成 2 6 年 度 税 制 改 正 に よ り 、 地 方 法 人 税 （ 国 税 ） が 創 設 さ れ た こ と に 伴  

     い 、 法 人 税 割 の 税 率 が 引 き 下 げ ら れ ま し た 。 （ 平 成 2 6 年 1 0 月 1 日 以 後 に  

     開 始 す る 事 業 年 度 か ら 適 用 ）  

（ 注 ２ ）平 成 2 8 年 度 税 制 改 正 に よ り 法 人 税 割 税 率 の 更 な る 引 下 げ（ 標 準 税 率 3 . 2 ％  

     → 1 . 0 ％ 、 制 限 税 率 4 . 2 ％ → 2 . 0 ％ 、 本 県 超 過 税 率 4 . 0 ％ → 1 . 8 ％ ） が 決 ま り ま  

     し た が 、 こ の 「 地 方 法 人 課 税 の 偏 在 是 正 」 に 係 る 改 正 の 実 施 は 、 消 費 税 率 の  

     引 上 げ と 併 せ て 延 期 と な り 、 令 和 元 年 1 0 月 1 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度  

     に 適 用 さ れ る こ と と な り ま し た 。  

  （ 注 ３ ） 令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日 前 に 終 了 す る 事 業 年 度  ： 年 5 , 0 0 0 万 円  

      令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日 以 後 に 終 了 す る 事 業 年 度 ： 年 ２ , 0 0 0 万 円  

 

３  納 め る 方 法 は  

 法 人 の 事 業 年 度 終 了 の 日 か ら ２ か 月 以 内 （ 申 告 期 限 の 延 長 を 認 め ら れ た 場 合 は

そ の 期 限 内 ） に 、 法 人 県 民 税 は 法 人 事 業 税 と 一 緒 に 、 法 人 の 事 務 所 ・ 事 業 所 な ど

を 管 轄 す る 県 税 事 務 所（ 滋 賀 県 の 場 合 は 西 部 県 税 事 務 所 ）に 申 告 し 、納 付 し ま す 。  

均 等 割 の み を 課 さ れ る 公 益 法 人 等 は 、 毎 年 4 月 3 0 日 ま で に 申 告 と 納 税 を 行 う

こ と と な っ て い ま す 。  

ま た 、 法 人 市 町 民 税 は 法 人 の 事 務 所 ・ 事 業 所 な ど が 所 在 す る 市 町 に 申 告 し 、 納

付 し ま す 。  
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法人事業税              県税  
法 人 事 業 税 は 、法 人 が 事 業 活 動 を 行 う 上 で 受 け る 各 種 行 政 サ ー ビ ス に 必 要 な 経 費 の 一 部 を

負 担 し て い た だ く 税 金 で す 。  

 

１  納 め る 人 は  

県 内 に 事 務 所 ・ 事 業 所 を 設 け て 、 事 業 を 行 っ て い る 法 人  

 

２  納 め る 額 は  

税 率 Ａ ：  平 成 28 年 ４月 １日 から令 和 元 年 ９月 30 日 ま でに開 始 する事 業 年 度 分  

税 率 Ｂ ：  令 和 元 年 10 月 １日 から令 和 ２年 ３月 31 日 ま でに開 始 する事 業 年 度 分  

税 率 Ｃ ：  令 和 ２年 ４月 １日 から令 和 ４年 ３月 31 日 ま でに開 始 する事 業 年 度 分  

税 率 Ｄ ：  令 和 ４年 ４月 １日 以 後 に開 始 する事 業 年 度 分  

税率A 税率B 税率C 税率Ｄ

年４００万円以下の金額 0.3%

年４００万円を超え
８００万円以下の金額

0.5%

年８００万円を超える金額 0.7%

0.7%

年４００万円以下の金額 3.4%

年４００万円を超え
８００万円以下の金額

5.1%

年８００万円を超える金額 6.7%

6.7%

年４００万円以下の金額 3.4%

年４００万円を超える金額 4.6%

5.5%

4.6%

収入金課税法人
・電気供給業
（発電事業等、小売電気事業等および

　特定卸供給事業（注４）以外）

・ガス供給業
・生命・損害保険業

0.9%

0.9% 1.0%

0.9% 1.0%

0.9% 0.48%

0.77%

0.32%

ガス供給業のうち
・特定ガス供給業
を行う法人

1.0%　収入金額

　付加価値割

　資本割

1.85%

3.5%

4.9%

5.7%

4.9%

1.0%

資本金の額または出資金の額が１億円超の普通法人

　収入金額

　所得

0.75%

0.37%

0.15%

資本金の額または出資金の額が１億円以下の普通法人等

0.75%

税　　率（注１から３）

1.2%

0.5%

1.0%

3.5%

0.7%

1.0%

0.4%

特別法人
・協同組合
・信用金庫
・医療法人等

所　得
のうち

特定の協同組合等の所得のうち
年所得１０億円超の金額

資本金の額または出資金の額が１千
万円以上で３以上の都道府県に事務
所、事業所を有する法人

7.0%

収入金額

電気供給業のうち
・発電事業等
・小売電気事業等
・特定卸供給事業（注４）
を行う法人

　収入金額

　付加価値割

　資本割

1.0%

・資本金の額または出資
　金の額が１億円以下の
　法人
・公益法人等
・投資法人等

所　得
のうち

資本金の額または出資金の額が１千
万円以上で３以上の都道府県に事務
所、事業所を有する法人

5.3%

7.0%

法 人 の 種 類 区　　　　　　分

【外形標準課税対象法人】

資本金の額または出資金
の額が１億円超の法人
（下記以外の法人）

付加価値割

資本割

所　得
のうち

３以上の都道府県に事務所、事業所
を有する法人

 

（ 注 １ ） 令 和 元 年 度 税 制 改 正 に よ り 、 新 た な 地 方 法 人 課 税 の 偏 在 是 正 制 度 で あ る 「 特 別 法 人 事 業

税 」 が 創 設 さ れ る こ と に 伴 い 、 地 方 法 人 特 別 税 廃 止 に よ る 復 元 後 の 法 人 事 業 税 の 税 率 が 引

き 下 げ ら れ ま し た 。  
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（ 注 ２ ） 令 和 ２ 年 度 税 制 改 正 に よ り 、 電 気 供 給 業 の う ち 発 電 ・ 小 売 電 気 事 業 を 行 う 法 人 に 係 る 課

税 方 式 が 見 直 さ れ た こ と に 伴 い 、令 和 ２ 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 税 率 の

改 正 が あ り ま し た 。  

（ 注 ３ ） 令 和 ４ 年 度 税 制 改 正 に よ り 、 大 法 人 に 対 す る 所 得 割 の 軽 減 税 率 お よ び ガ ス 供 給 業 に 係 る

収 入 金 額 課 税 が 見 直 さ れ た こ と に 伴 い 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る

税 率 の 改 正 が あ り ま し た 。  

（ 注 ４ ） 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 終 了 す る 事 業 年 度 か ら 適 用 さ れ ま す 。  

 

☆ 法 人 事 業 税 に 外 形 標 準 課 税 が 導 入 さ れ て い ま す 。  

○  景 気 の 影 響 を 受 け ず 税 収 の 安 定 化 を 図 り 、 ま た 広 く 薄 く 公 平 な 税 制 度 を 実 現 す る た

め に 、平 成 16 年 ４ 月 １ 日 以 後 開 始 す る 事 業 年 度 か ら 、資 本 金 １ 億 円 を 超 え る 普 通 法 人

を 対 象 と し て 外 形 標 準 課 税 が 導 入 さ れ て い ま す 。  

 

○  法 人 事 業 税 に は 、 「 所 得 割 」 ・ 「 付 加 価 値 割 」 ・ 「 資 本 割 」 ・ 「 収 入 割 」 が あ り ま

す が 、 外 形 標 準 課 税 は 、 こ の う ち 「 付 加 価 値 割 」 ・ 「 資 本 割 」 部 分 を 指 し ま す 。  

 

＜付加価 値割額の 算 出方法＞  

◎付加価 値割額＝ 付 加価値額×税率  

付 加 価 値 額 ＝ （ 報 酬 給 与 額 ＋ 純 支 払 利 子 ＋ 純 支 払 賃 借 料 ） ±単 年 度 損 益  

 

 

 

 

 

 

＜資本割 額の算出 方 法＞  

◎資本割 額＝資本 金 等の額×税率  

 

３  納 め る 方 法 は  

法 人 県 民 税 と 一 緒 に 、法 人 の 事 務 所・事 業 所 を 管 轄 す る 県 税 事 務 所（ 滋 賀 県 の 場 合 は 西 部

県 税 事 務 所 ） に 申 告 し 、 納 付 し ま す 。  

 

 

給 与 ･ 賞 与 ･ 手

当 ･ 退 職 金 等 の

合 計 額  

支 払 利 子 － 受 取 利 子  

( マ イ ナ ス の 場 合 に は ０ )  

土 地 ･ 建 物 に か か る 支

払 賃 借 料 － 受 取 賃 貸 料  

（ マ イ ナ ス の 場 合 に は ０ ）  

繰 越 欠 損 金 控 除 前

の 税 法 上 の 所 得  
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特別法人事業税               国税  

特 別 法 人 事 業 税 は 、令 和 元 年 度 税 制 改 正 に て 、地 域 間 の 財 政 力 格 差 の 拡 大 、経 済 社 会 構 造

の 変 化 等 を 踏 ま え 、県 内 総 生 産 の 分 布 状 況 と 比 較 し て 大 都 市 に 税 収 が 集 中 す る 構 造 的 な 問 題

に 対 処 し 、都 市 と 地 方 が 支 え 合 い 、共 に 持 続 可 能 な 形 で 発 展 す る た め 、法 人 事 業 税 の 一 部 を

分 離 し 、 創 設 さ れ た 国 税 で す 。 法 人 事 業 税 と 併 せ て 県 が 課 税 し ま す 。  

 

１  適 用 期 日  

 令 和 元 年 10 月 １ 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 分 か ら 適 用 さ れ ま す 。  

 

２  納 め る 人 は  

 法 人 事 業 税 (所 得 割 ま た は 収 入 割 )の 納 税 義 務 者  

 

３  納 め る 額 は  

 

 

税 率 Ａ： 令 和 元 年 10 月 １日 から令 和 ２年 ３月 ３１日 ま でに開 始 する事 業 年 度 分  

税 率 Ｂ： 令 和 ２年 ４月 １日 から令 和 ４年 ３月 31 日 ま でに開 始 する事 業 年 度 分  

税 率 Ｃ： 令 和 ４年 ４月 １日 以 後 に開 始 する事 業 年 度 分  

（ 注 １ ） 令 和 ２ 年 度 税 制 改 正 に よ り 、 電 気 供 給 業 の う ち 発 電 ・ 小 売 電 気 事 業 を 行 う 法 人 に 係 る 課 税

方 式 が 見 直 さ れ た こ と に 伴 い 、令 和 ２ 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 税 率 の 改 正 が

あ り ま し た 。  

（ 注 ２ ） 令 和 ４ 年 度 税 制 改 正 に よ り 、 大 法 人 に 対 す る 所 得 割 の 軽 減 税 率 お よ び ガ ス 供 給 業 に 係 る 収

入 金 額 課 税 が 見 直 さ れ た こ と に 伴 い 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 税 率 の

改 正 が あ り ま し た 。  

 

４  納 め る 方 法 は  

 法 人 事 業 税 と 一 緒 に 、法 人 の 事 務 所・事 業 所 を 管 轄 す る 県 税 事 務 所（ 滋 賀 県 の 場 合 は 西 部

県 税 事 務 所 ） に 申 告 し 、 納 付 し ま す 。  

 

５  都 道 府 県 へ の 譲 与  

 特 別 法 人 事 業 税 の 税 収 は 、都 道 府 県 に「 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 」と し て 譲 与 さ れ ま す 。各 都

道 府 県 に 対 す る 譲 与 額 は 、 各 都 道 府 県 の 人 口 で あ ん 分 す る こ と と な っ て い ま す 。  

 

区                分  
税  率 （ 注 １ お よ び ２ ）  

Ａ  Ｂ  Ｃ  

付 加 価 値 割 額 、資 本 割 額 お よ び 所 得 割 額 の 合 算 額 に よ っ

て 法 人 事 業 税 を 課 さ れ る 法 人  
260.0％  260.0％  260.0％  

所 得 割 額 に よ っ て 法 人 事 業 税 を 課 さ れ る 普 通 法 人 等  37.0％  37.0％  37.0％  

所 得 割 額 に よ っ て 法 人 事 業 税 を 課 さ れ る 特 別 法 人  34.5％  34.5％  34.5％  

収 入 割 額 に よ っ て 法 人 事 業 税 を 課 さ れ る 法 人  30.0％  30.0％  30.0％  

収 入 割 額 、付 加 価 値 割 額 お よ び 資 本 割 額 の 合 算 額 ま た は

収 入 割 額 お よ び 所 得 割 額 の 合 算 額 に よ っ て 法 人 事 業 税

を 課 さ れ る 法 人（ 電 気 供 給 業 の う ち 発 電 事 業 等 、小 売 電 気 事 業 等

お よ び 特 定 卸 供 給 事 業 を 行 う 法 人 ）  

 40.0％  40.0％  

収 入 割 額 、付 加 価 値 割 額 お よ び 資 本 割 額 の 合 算 額 に よ っ

て 法 人 事 業 税 を 課 さ れ る 法 人 （ ガ ス 供 給 業 の う ち 特 定 ガ ス 供

給 業 を 行 う 法 人 ）  

  62.5% 

法 人 事 業 税 額 (所 得 割 額 ま た は 収 入 割 額 ) 税 率  × 
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地 方 税 電 子 申 告 シ ス テ ム 「      」 を ご 利 用 く だ さ い ！  

～ こ れ か ら は “ 地 方 税 ” も イ ン タ ー ネ ッ ト で カ ン タ ン 申 告 ～  

 

 エ ル タ ッ ク ス と は  

 

 地 方 公 共 団 体 が 共 同 で 運 営 す る 地 方 税 の 総 合 窓 口 シ ス テ ム で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     利 用 に よ る メ リ ッ ト は ？  

 

１    の サ ー ビ ス は 無 料 で 利 用 で き る ！  

２  自 宅 や オ フ ィ ス か ら 手 続 き で き る ！  

３  複 数 の 地 方 公 共 団 体 へ の 申 告 納 付 を 一 度 に ま と め て 行 え る ！  

４  無 料 の 専 用 ソ フ ト 「 PCdesk」 で 申 告 書 を 簡 単 に 作 成 で き る ！  

５  セ キ ュ リ テ ィ 対 策 も 万 全 ！  

 

 

     で 行 え る 手 続 き は ？  

 

 １  電 子 申 告 対 象 税 目      ２  電 子 申 請 ・ 届 出       ３  電 子 納 税 （ 地 方 税 共 通 納 税 シ ス テ ム ） 

   □  法 人 都 道 府 県 民 税        □  法 人 設 立 届 出 や 異 動 届 出 等     □  申 告 手 続 き に 関 連 し た 納 付 手 続 き  
  □  法 人 事 業 税           □  申 告 手 続 き に 関 連 し た 申 請      ※  固 定 資 産 税 （ 償 却 資 産 ） を 除 く  
  □  特 別 法 人 事 業 税           ・ 届 出 手 続 き  
  □  法 人 市 町 村 民 税         □  事 業 所 等 新 設 ・ 廃 止 申 告  
  □  固 定 資 産 税 （ 償 却 資 産 ）  
  □  個 人 住 民 税 （ 給 与 支 払 報 告 書  
    や 特 別 徴 収 関 連 手 続 ）  
  □  事 業 所 税  
                 （ 注 ） 地 方 公 共 団 体 ご と の 提 供 サ ー ビ ス に つ い て は 、 e L TA X ホ ー ム ペ ー ジ で ご 確 認 く だ さ い 。 
 

     ご 利 用 の 流 れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ ン タ ー ネ ッ ト で 申 告  地 方 税 ポ ー タ ル サ イ ト で 受 付  各 地 方 公 共 団 体 へ 配 信  

STEP１  STEP２  STEP３  STEP４  

P C d e s k は 、 e L T A X ホ ー ム  

ペ ー ジ か ら 取 得 し ま す 。  

税 務 会 計 ソ フ ト ウ ェ ア は 、

e L T A X 対 応 の も の を 使 用 し て

く だ さ い 。  

電 子 申 告 、 電 子 申 請 ・ 届 出  

電 子 納 税 を 行 い ま す 。  

 

e L T A X の ホ ー ム ペ ー ジ  

か ら 利 用 届 出 （ 新 規 ） を  

提 出 し て く だ さ い 。  

利 用 者 I D 、 暗 証 番 号 が 発 行

さ れ 、 電 子 申 告 等 の サ ー ビ  

ス が ご 利 用 い た だ け る よ う

に な り ま す 。  

利 用 届 出  利 用 者 ID・ 暗 証 番 号 の 発 行  対 応 ソ フ ト ウ ェ ア の 取 得  サ ー ビ ス の 利 用  

便 利 だ な あ 、  

エ ル タ ッ ク ス ！  

詳 し く は eLTAX ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。  

エ ル タ ッ ク ス  検 索  ▶  h t tps : / /www.e l tax . l t a .go . jp/  

A 税 理 士  

B 社  

C さ ん  

・ 申 告  
・ 申 請 ・ 届 出  

・ 申 告  

・ 申 告  
・ 納 税  

インターネット  都 道 府 県 A  市 町 村 B  

都 道 府 県 C  

e L T A X の 利 用 可 能 時 間  8 : 3 0 ～ 2 4 : 0 0 （ 土 日 祝 、 年 末 年 始 1 2 / 2 9 ～ 1 / 3 は 除 く 。）  
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法 人 税                  国税  

  

１ 納める人は  

株式会社、協 同組合な どの法人  

２ 納める額は  

 「所得金額 」  ×  「税率」   ＝  「納める税 額」  

 ※所得金額   ＝  益金の額  －  損金の額  

 ※税率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 納める方法は  

 原則として 、事業年 度終了の日の 翌日から ２か月以内に 税務署に 申告し、納め ます。  

 

地方法人税                  国税 

地方法人税は 、法 人税 を納める法人 が、基準 法人税額に１ ０．３％ の税率を乗じ て計算し た

金額を法人税 と同時に 税務署に申告 ・納付し ます。  

地方法人税の 税収は、 地方交付税の 原資とさ れます。  

 

鉱区税                    県税 

鉱区税は、鉱 物を採掘 する権利を与 えられて いる人に課さ れる税金 です。 

 

１  納める人は  

県内に石灰石 、長石、 金、マンガン などの鉱 区の鉱業権を 所有して いる人  

２  納める額は  

 ●砂鉱を目 的としな い鉱区  

   試掘鉱 区・・・ ・・・・・・ ・面積 100 アールごとに年 200 円 

採掘鉱区・・ ・・・・ ・・・・面 積 100 アー ルごとに年 400 円 

   （石油 ・天然ガ スを目的とす るものは 、上記の税率 の３分の ２） 

●砂鉱を目的 とする鉱 区・・・・・ 面積 100 アールごとに 年 200 円 

年８００万円以下 年８００万円超

その他の法人 15% 23.2%

15% 19%

15% 19%

15% 23.2%

15% 19%

15% 23.2%

（年10億円超　22%）

法人組織区分

　人格のない社団等

公
益
法
人
等

　協同組合等

　特定の協同組合等

○公益社団法人、公益財団法人

○一般社団法人、一般財団法人【非営利型法人】
○認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区

　整備事業組合、特定非営利活動法人、マンション建替組合等

○社会医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、その他の公益法人等

○特定医療法人

所得金額

令和５年４月１日から令和６年３月31日までに開始する事業年度

普
通
法
人

○株式会社、合資会社、合名会社、合同会社、特例有限会社

○一般社団法人、一般財団法人【非営利型法人以外】

○医療法人（社会医療法人、特定医療法人を除く）

○相互会社

○その他の普通法人

期末時の資本金の

額等が１億円超の

法人及び相互会社
23.2%
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